
東海市告示第５５号 

 

令和６年度東海市予防接種費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和６年４月１日 

 

東海市長 花 田 勝 重      

 

令和６年度東海市予防接種費補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、やむを得ない理由により東海市外にある医療機関等で予防接種

法（昭和２３年法律第６８号。以下「法」という。）第５条第１項の規定による予防

接種を受ける者及び医療行為による免疫不全を理由に任意で当該予防接種以外の予

防接種（法第２条第２項に規定するＡ類疾病（同項第１２号に掲げる疾病を除く。）

に係るものに限る。）を受ける者に対し、補助金を交付することにより感染のおそれ

がある疾病の発生及びまん延を予防することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱において「定期の予防接種」とは、法第５条第１項の規定により市

が実施主体となることが義務付けられている予防接種（高齢者用肺炎球菌予防接種

を除く。）及び東海市高齢者用肺炎球菌予防接種実施要綱（平成２６年東海市告示第

１２１号）に定めるところにより市が実施する予防接種をいう。 

２ この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、

児童を現に監護するものをいう。 

 （高齢者用肺炎球菌予防接種等以外の定期の予防接種に係る認定要件） 

第３条 東海市内に住所を有する者が、市が予防接種業務を委託契約している指定医

療機関等（以下「指定医療機関等」という。）で定期の予防接種（高齢者用肺炎球菌

予防接種及びインフルエンザ予防接種（以下「高齢者用肺炎球菌予防接種等」とい

う。）を除く。）を受けることが困難なため、東海市外にある医療機関等で法第５条

第１項の規定による予防接種（高齢者用肺炎球菌予防接種等を除く。）を受ける場合



において、補助金の交付申請をすることができる要件は、次の各号のいずれかに該

当する場合とする。ただし、第３号に掲げる場合にあっては、滞在先の自治体が当

該予防接種に係る費用を負担する場合を除く。 

  特殊な疾患を有し、指定医療機関等での接種ができない場合 

  特殊な疾患を有し、市外医療機関等に通院している場合 

  次に掲げる場合で期間内に市内に戻ることができないとき 

  ア 本人又は母親の出産及び出産後の療養等に伴い、市外に滞在している場合 

  イ 市外にある医療機関等に入院している場合 

  ウ 市外にある施設等に入所し、入居し、又は入寮している場合 

  エ 本人又は両親の離婚調停、家族の暴力から逃れる必要がある等の理由により

市外に滞在している場合 

  オ 親族の介護、保護者の心身の故障等により、市外に滞在している場合 

 本人又は母親の出産等において利用した医療機関（愛知県広域予防接種事業に

参加していないものに限る。）で接種する場合 

 その他市長が必要と認める場合 

（高齢者用肺炎球菌予防接種等に係る認定要件） 

第４条 東海市内に住所を有する者が、指定医療機関等で定期の予防接種（高齢者用

肺炎球菌予防接種等に限る。）を受けることが困難なため、東海市外にある医療機関

等で法第５条第１項の規定による予防接種（高齢者用肺炎球菌予防接種等に限る。）

を受ける場合において、補助金の交付申請をすることができる要件は、次の各号の

いずれかに該当する場合とする。ただし、第２号及び第３号に掲げる場合にあって

は、滞在先の自治体が当該予防接種に係る費用を負担する場合を除く。 

  特殊な疾患を有し、市外にある医療機関等に通院している場合 

  市外にある医療機関等に入院している場合 

  市外にある介護老人保健施設等に入所している場合 

 自宅等で寝たきり等の介護状態にあり、市外にある医療機関等から往診を受け

ている場合 

  親族の介護により、市外に滞在している場合 

  その他市長が必要と認める場合 

（医療行為による免疫不全を理由に受ける予防接種に係る認定要件） 



第５条 東海市内に住所を有する者が任意で法第５条第１項の規定による予防接種以

外の予防接種（法第２条第２項に規定するＡ類疾病（同項第１２号に掲げる疾病を

除く。）に係るものに限る。）（以下「対象予防接種」という。）を受ける場合におい

て、補助金の交付申請をすることができる要件は、次の各号のいずれにも該当する

場合とする。 

  法第５条第１項の規定による予防接種（法第２条第２項に規定するＡ類疾病（同

項第１２号に掲げる疾病を除く。）に係るものに限る。）の接種後の医療行為によ

る免疫不全を理由に当該予防接種の予防効果が期待できないと医師により認めら

れていること。 

  当該者が対象予防接種を受ける日において２０歳未満（子宮頸がんに係るもの

を受ける者にあっては、２７歳未満）であること。 

  対象予防接種が医療行為前に受けた第１号に規定する予防接種に係る疾病と同

一の疾病に係るものであること。 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、別表に定める額を限度として、接種に要した金額を補助する。 

（認定申請） 

第７条 第３条、第４条及び第５条に規定する認定要件に該当し、補助金の交付を受

けようとする者は、接種前に東海市予防接種費補助対象者認定申請書に、次に掲げ

る書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認

めたときは、当該書類の添付を省略することができる。 

 接種記録が確認できる母子健康手帳の写しその他の書類 

 対象予防接種を受ける場合にあっては、医師の診断書 

 その他市長が必要と認める書類 

２ 前項の規定により未成年者の接種について申請する場合には、当該未成年者の保

護者が行うものとする。 

（委任） 

第８条 第３条第３号イ若しくはウ又は第４条第２号若しくは第３号に掲げる認定要

件に該当し、補助金の交付を受けようとする本人は、委任状により東海市予防接種

費補助対象者認定申請、補助金交付申請及び補助金受領に関する権限を委任するこ

とができるものとする。 



（認定申請に対する審査及び通知） 

第９条 市長は、第７条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、補助金の交付を申請する資格がある者（以下「補助対象者」とい

う。）として認定し、東海市予防接種費補助対象者認定通知書により申請者に通知す

るものとする。 

２ 前項の審査の結果、適当と認めるときは、接種を実施する医療機関等に対し、予

防接種実施依頼書により依頼するものとする。 

３ 第１項の審査の結果、適当と認められないときは、東海市予防接種費補助対象者

認定却下通知書により申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請） 

第１０条 前条第１項の規定により補助対象者として認定を受けた者は、被接種対象

者が接種を受けた後、東海市予防接種費補助金交付申請書兼請求書（以下「申請書

等」という。）に予防接種予診票及び接種に要した金額を証明する書類を添えて市長

に提出しなければならない。 

２ 前項の書類は、令和７年３月３１日までに提出しなければならない。 

３ 補助対象者として認定を受けた日が前年度であっても、この要綱による補助を受

けることができるものとする。 

（補助金の交付決定及び支払） 

第１１条 市長は、申請書等の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは、補助金の額を決定し、東海市予防接種費補助金交付決定通知書により申

請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定により、交付すべき補助金の額を支払うものとする。 

３ 第１項の審査の結果、適当と認められないときは、東海市予防接種費補助金交付

却下通知書により申請者に通知するものとする。 

（交付決定の取消し及び補助金の返還） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部

若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるこ

とができる。 

  法令又はこの要綱に違反したとき。 

 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は不正の行為があったとき。 



（雑則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 



 別表（第６条関係） 

１ ２以外の予防接種 

予防接種の種類 補 助 限 度 額 
６歳未満 ６歳以上 

五種混合 ２１，１８０円 ２０，２８０円 

四種混合 １２，３００円 １１，４００円 

三種混合 ６，７００円 ５，８００円 

二種混合  ５，５７０円 

日本脳炎 ８，６２０円 ７，７２０円 

不活化ポリオ １１，０４０円 １０，１４０円 

Ｂ型肝炎 ７，４８０円 ６，５８０円 

麻しん風しん １１，７５０円 １０，８５０円 

麻しん ８，１５０円 ７，２５０円 

風しん ８，１５０円 ７，２５０円 

ＢＣＧ １２，１９０円  

小児用肺炎球菌 １２，９６０円  

ヒブ １０，４８０円 ９，５８０円 

子 宮

頸 が

ん 

サーバリックス 
ガーダシル  １７，３４０円 

シルガード９  ２８，３４０円 

水痘 ９，９９０円 ９，０９０円 

ロタウ

イルス 
ロタリックス １５，７１０円  

ロタテック １０，６８０円  

備考 この表の年齢区分は、接種日当日の年齢によるものとする。 

２ 高齢者用肺炎球菌予防接種等 
予防接種の種類 補 助 対 象 者 補 助 限 度 額 

高齢者用肺炎球菌予防接種 
被生活保護世帯に属する者 ９，３５０円 

上記以外の者 ８，２５０円 

インフルエンザ 
被生活保護世帯に属する者 ５，３１０円 

上記以外の者 ４，２１０円 

 


